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所有者が分からない土地をめぐる問題で法務省は、所有者の情報が正しく記載されていない登記を解

消するため、法務局の登記官が所有者を特定できるようにする新たな制度の骨子案を別添のとおり取り

まとめた。法務省によると、所有者が分からない土地の中には、本来、所有者の名前と住所が記載され

るべき登記簿の欄に「Ａ他○○名」とのみ記載され、住所が記されていないなど、「変則型登記」と言わ

れる状態のものが全体の 5％程度ある。こうした登記を解消するため、登記の手続きを行う法務局の登記

官に所有者を特定するための調査の権限を与え、所有者や住所が特定できた場合には、登記官が登記簿

を更新できるようにする規定を設けることとされた。一方で、調査をしても所有者が特定できない土地

については新たな管理の仕組みをつくる。法務省は 1月 11日から 1月末まで、電子政府の総合窓口のホ

ームページで骨子案に対する意見を募集し、今月召集される通常国会に法案を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサーチ・メモ 

変則型登記の解消に向けた法務省の制度案がパブコメに 
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一般財団法人 土地総合研究所  2 

     （別添） 
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（荒井 俊行） 


